
104

RETIO.  NO.116  2020年冬号  

宅建業者から建売住宅を購入した買主が、
融資承認取得期日までに金融機関からの承認
が得られなかったことを理由に、契約解除期
日までに売買契約を解除した旨主張し、売主
に対してローン特約に基づき手付金の返還を
求めた事案において、金融機関から融資の事
前審査の承認は得られたものの、融資承認取
得期日までに正式審査の承認は得られていな
いなどとして、ローン条項の適用を認め、買
主の手付金返還請求を認容した事例（東京地
裁 平成31年１月９日判決 認容 確定 金融法
務事情2120号76頁）

1 　事案の概要

買主Ｘ（原告、弁護士）と売主Ｙ（被告、
宅建業者）は、平成30年１月21日、都内所在
の建売住宅（本件住宅）につき、売買代金
7380万円、手付金300万円とする売買契約（本
件売買契約）を締結した。
本件売買契約では、申込先をＡ銀行、融資

金額を7380万円とする融資利用が予定され、
融資承認取得期日を平成30年２月19日、契約
解除期日を２月21日とし、「融資承認取得期
日までに、融資の全部または一部の金額につ
き承認が得られないとき、または否認された
とき、買主は、売主に対し、契約解除期日ま
でであれば、本契約を解除することができま
す。（本件売買契約書16条２項、本件融資特
約２項）」などとする融資特約が付されていた。
Ｘは、本件売買契約の締結に先立つ１月15

日、Ｙに対し、Ａ銀行宛て「ローン仮審査申

込書」等を送付するなどして融資の事前審査
を申し込んでいた。これに対し、Ａ銀行は、
２月２日付けで融資の事前審査を承認し、Ｙ
の担当者は、同日、Ｘに対してその旨を連絡
した。
同月19日、Ｘは、Ｙに対し電子メールで、

融資承認取得期日までにＡ銀行の承認が得ら
れなかったとして、本件融資特約２項に基づ
き本件売買契約を解除する旨意思表示し、翌
20日には、上記電子メールと同内容の通知書
をＹに送付した上、電子メールで手付金を返
還するよう催告したが、Ｙはこれに応じず、
Ｘは、Ｙに対し、交付済みの手付金300万円
及び遅延損害金の支払を求めて提訴した。

2 　判決の要旨

裁判所は、次のとおり判示し、Ｘの請求を
認容した。
（本件融資特約２項の要件の充足性）
Ｘは、融資の事前審査の承認を得たものの、
融資承認取得期日である２月19日までに正式
審査の承認を得られなかったのであるから、
本件融資特約２項の「承認が得られないとき」
に該当する。そして、Ｘによる本件売買契約
の解除は、契約解除期日である２月21日まで
になされているから、本件融資特約２項の要
件を満たしている。
この点、Ｙは、正式審査の承認が得られな

いような特段の事情が存在しないＸにおいて
は、事前審査の承認を得たことにより実質的
な融資の承認を得たというべきであるから、

事前審査の承認は得られたが、正式な承認が得られなかった
買主のローン特約に基づく契約解除が認められた事例

（東京地判 平31・1・9  金融法務事情2120-76）　金子 寛司

最近の裁判例から ⑴－ローン解除－
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本件融資特約２項の「承認が得られないとき」
に該当しない旨主張する。
しかしながら、ＸがＡ銀行宛てに提出した

「ローン仮審査申込書」やＡ銀行作成の「手
続きのご案内」と題する書面の記載内容、Ｘ
がＡ銀行の代理業者から、正式審査のため、
住民票や納税証明書等の追加書類の提出や面
談を求められていたことなどからすれば、事
前審査の承認後に改めて正式審査の手続が行
われ、正式審査において、提出された追加書
類の内容や面談の結果を踏まえ、承認又は不
承認の判断がなされるものと認められる。
そうすると、Ｘに正式審査の承認が得られ
ないような特段の事情が存在しなかったとし
ても、正式な承認がない限り、Ｘが融資を受
けられないことは明らかといえる。
また、Ｙは、Ｘが速やかに融資の申込手続
をしていないから本件融資特約２項に基づく
解除は認められない旨主張する。
しかしながら、本件融資特約２項は、その
文言上、Ｘの解除権の行使につき、契約解除
期日までとの期限を定めるほかは、何らの制
限を設けていない。したがって、本件融資特
約は、速やかな融資の申込手続がなされてい
ることを解除の要件としているものとみるこ
とはできないから、上記Ｙの主張は採用でき
ない。
（信義則違反の有無）
Ｙは、Ｘが少なくとも２月２日以降に正式
審査のための必要書類の確認と面談の申込み
を行うべき義務を負っていたことを前提とし
て、Ｘが14日以上も融資の申込手続を漫然と
怠った旨指摘する。
しかしながら、Ｙの担当者は、２月２日に
は、数日中に事前審査の承認が得られた旨の
通知と正式審査の案内書が届くことを伝えた
のみであり、正式審査のために、住民票及び
直近３年分の所得税の納税証明書の提出やＡ

銀行と面談が必要となる旨を伝えた形跡はな
く、Ｘにおいて、２月２日の時点で、正式審
査のための必要書類の確認と面接の申込みを
行うべき義務が発生していたと認めることは
できず、上記Ｙの指摘はその前提を欠く。
かえって、Ｘは、そうした書類や面談の必

要性を認識してからは、速やかに正式審査の
ための手続をとったと評価することができ
る。
また、Ｙは、Ｘが本件売買契約を解除した

のは、両親や知人から本件住宅の購入を強く
反対されるなどしたため、本件住宅の購入自
体を翻意したという融資の審査とは何らの関
係のない事由に基づいている旨主張するが、
これを認めるに足りる証拠はない。
以上指摘した諸点に照らせば、Ｘが融資の

事前審査の承認を得ていたとしても、本件融
資特約２項に基づいて解除権を行使すること
が信義則に反するということはできない。

3 　まとめ

本件は、解除権留保型の融資特約が付され
ていた事例であるが、買主による契約解除の
行使はローン特約の要件を満たしており、信
義則にも反しないなどとして、買主の手付金
の返還請求が認められている。
契約解除までの経緯等の事実関係からすれ

ば、当然の結果と考えられるが、宅建業者と
しては、売買契約締結後も、契約解除期日等
を念頭に、買主のローンの手続の状況等を十
分に把握して、取引を進めることが大切であ
ることを示す事例ともいえよう。
ローン特約による契約解除に係る争いは従

来から多く、実務上も留意する必要があるが、
具体事例については、当機構の「RETIO 裁
判事例データベース」を活用されたい。
 （調査研究部次長）
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購入土地に産業廃棄物が大量に見つかった
として、買主が売主に損害賠償を請求したの
に対し、売主が特約により瑕疵担保責任は免
責されていると主張した事案において、「瑕
疵担保責任の条文を破棄する、建物について
は現況建物で売買する」との特約は、少なく
とも、土地については特約を排除して民法の
原則に委ねる趣旨であるとして、買主の請求
を認容した事例（東京地裁 平成28年４月13
日判決 認容 ウエストロー・ジャパン）

1 　事案の概要

買主Ｘ（原告・宅建業者）は、平成24年12
月、売主Ｙ１（被告・宅建業者）が所有する
土地付倉庫（本件土地建物）を分譲宅地とし
て転売する目的で、Ｙ２（被告・媒介業者）
の媒介により、売買代金２億8000万円で買受
けた。
Ｙ２が作成した本件売買契約書の当初案の

第17条には、瑕疵担保責任期間を１年とする
等の一般的な瑕疵担保責任に関する定めが記
載されていたが、Ｙ１はＹ２に「本件土地の
状況は調査しておらず、また本件建物は雨漏
りがするので、Ｙ１が本件土地建物について
瑕疵担保責任を負うことはできない。その旨、
契約書に表記してほしい。」と申し入れた。
このためＹ２は、本件売買契約書にＹ１から
指示された以下の特約事項を挿入した。
［特約事項（本件特約条項）］
「第17条（瑕疵担保責任）の条文を破棄す
る、建物については現況建物で売買する。」

なお、本件特約条項は、売買契約書には記
載されていたものの、重要事項説明書には記
載されていなかった。
Ｘは、本件土地建物を賃借していた賃借人

が退去したことから、平成25年５月頃、本件
建物の解体工事や掘削作業を実施したとこ
ろ、本件土地から、建物の基礎に用いる大型
杭やコンクリートの塊等の産業廃棄物が大量
に発見された。
Ｘは、その撤去及び土壌調査に計1,339万

円余の支出を余儀なくされたとして、Ｙ１に
対して民法570条に基づく瑕疵担保責任に基
づく損害賠償を、また、Ｙ２に対しても媒介
契約上の説明義務違反があるとして同額を求
める本件訴訟を提起した。
Ｙ１は、本件特約条項は、本件土地建物の

全部について瑕疵担保責任を破棄するという
意味であると反論した。

2 　判決の要旨

裁判所は、次のように判示して、ＸのＹ１
に対する請求を認容し、Ｙ２に対する請求は
棄却した。
（瑕疵担保責任を免除する合意の可否）
本件売買契約書の17条は、民法570条及び

566条と比較すると、瑕疵修補請求ができる
旨が明示され、解除や損害賠償請求等の権利
行使ができる期間が本物件の引渡し後１年に
限定されており、上記民法の条文の特約と位
置付けられる内容になっている。
本件特約条項は、これを破棄するというの

瑕疵担保責任に関する条文を破棄するとした特約は、特約を
排除して民法の原則に委ねる趣旨に解されるとした事例

（東京地判 平28・4・13 ウエストロー・ジャパン）　西崎 哲太郎

最近の裁判例から ⑵－瑕疵担保免責特約－
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であるから、上記のような特約を排除して民
法の原則に委ねる趣旨と解するのが自然であ
り、民法上の瑕疵担保責任を免除するという
のであれば、契約上これを明示するのが相当
であり、本件特約条項をそのように解するの
であれば、少なくとも重要事項説明書におい
て記載の上買主に説明するか、記載しないの
であれば当事者（特に不利になる買主）に対
して十分に説明の上合意をしておく必要があ
ると解される。
本件売買契約書の特約条項には、本件建物
については「現況建物で売買する。」と付言
されていてその趣旨が示されているようでも
あるが、少なくとも本件土地についてはその
趣旨が明示されているとは言い難い。
また、証拠及び弁論の全趣旨から、Ｙ２が
Ｘに対して、本件特約条項が本件土地につい
て瑕疵担保責任を免責する趣旨である旨を十
分説明したとはいえないから、これをもって
本件土地について民法上の瑕疵担保責任を免
除する特約としての効力を有するとは認めら
れない。
（媒介契約の成否）
前記判示のとおり、本件特約条項は、本件
土地に係る民法上の瑕疵担保責任を免除する
条項ということはできず、ＸはＹ１に対して
民法上の瑕疵担保責任を追及できる。
たとえＹ２には、本件特約条項について十
分説明しなかった事実が認められるとして
も、Ｘはこれにより何ら損害を被ることはな
いので、ＸのＹ２に対する請求は、媒介契約
の成否や不法行為の成否について判断するま
でもなく、理由がない。
（結論）
よって、ＸのＹ１に対する請求は理由があ
るから、Ｘが本件埋設物の撤去及び土壌調査
のために支出した1,339万円余を瑕疵担保責
任によりＹ１が負担すべき損害として全額認

容し、Ｙ２に対する請求は理由がないから棄
却する。

3 　まとめ

本件は、瑕疵担保責任に関する特約条項の
解釈を巡って争われた事案である。
土地の売買にあたっては、地中埋設物が問

題となることが多く、その撤去費用も多額に
なることから、売主・買主のリスク分配を明
確にする上で瑕疵担保責任に関する条項は極
めて重要性の高い項目である。
媒介業者においては、仮に双方が宅建業者

であったとしても、トラブルを回避する観点
から、重要事項説明書や売買契約書への明確
な記載や丁寧な説明を行うことが重要であ
る。また、その表現に懸念のある場合には、
弁護士等に相談するべきであろう。
瑕疵担保責任に関する特約条項を巡る裁判

例としては、「１年に限り売主は瑕疵担保責
任を負う」とした特約が商法526条（買主に
よる目的物の検査及び通知）を適用しない合
意をしたものと判断された事例（東京地判 
平21・4・14）もあり、参考にされたい。
また、RETIO115号には、「土壌汚染・地
中埋設物と売主の瑕疵担保責任に関する裁判
例について」と題する論考を掲載しているの
で併せて参考にされたい。

（調査研究部主任調整役）
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売主自らが公衆浴場を営んでいた借地権付
き建物の買主が、売主に対して、建物取壊し
後に土壌調査義務が生じることの説明義務を
怠った、土壌に油分による汚染がないと誤認
させる説明をした、土壌汚染を認識していた
のにその説明を怠った等として、土壌改良工
事に要した費用の支払いを求めた事案におい
て、売主は土壌汚染の可能性があることを告
知し、買主もその可能性や土壌調査の必要性
を認識していたうえ、売主が土壌汚染のある
ことを認識していたとも言えないとして、買
主の請求が棄却された事例（東京地裁 平成
30年９月18日判決　棄却　確定　ウエストロ
ー・ジャパン）

1 　事案の概要

平成26年８月頃から、東京都ａ区内の賃貸
中の土地について所有者Ａから管理を依頼さ
れていたＸ（買主・宅建業者）は、その土地
上に借地権付き建物（以下「本件物件」）を
所有し、公衆浴場を営んでいたＹ（売主・個
人）に対して、借地権更新料の支払と地代改
定を求めていた。
平成27年６月、Ｙが公衆浴場の廃業と本件

物件の売却を考えていることを知ったＸは、
自らがその媒介を行う用意があることをＹに
申入れた。これに対してＹは、Ｘが地主の管
理会社であったことから、同年７月に別の宅
建業者Ｂに依頼してして売却を進めることと
し、Ｂは、建物解体費や土壌改良工事費（以
下「改良工事費等」）を買主負担とする前提

で、本件物件の価格を１億6800万円と査定し、
同額でＹとＢとの間で媒介契約が締結された。
同年８月、ＸはＹに対して、Ａに本件物件

を買取る意向があり、改良工事費等をＹの負
担とし、売買価格を１億2428万円余、更新料・
名義変更料等5162万円余を控除した7265万円
余をＸに支払う条件である旨申入れた。
Ｙが上記申入れを謝絶したところ、Ｘは、

購入希望者は明かさなかったが、改良工事費
等はＹの負担としたまま、名義変更料等を買
主負担とし、9000万円での購入を検討できる
者がいる旨申入れた。これを受けてＹは、改
良工事費等を買主負担とするのであれば前向
きに検討する旨回答し、その後改良工事費等
の一部をＹの負担とするため売買金額を減額
することで合意に至った。
平成28年２月、以下の条件でＸとＹとの間

で売買契約（以下「本件売買契約」）が締結
され、同年６月に引渡しがなされた。①売買
金額:8750万円、②本件土地の地中埋設物・
土壌汚染の処理については買主の責任と負担
において解体撤去・除去処分・汚染土の処分・
土壌改良を行うものとする、③売主の瑕疵担
保責任を免責する（以下②と③を合わせて「本
件特約」）。なお、契約締結時にＹからＸに交
付された本件物件の物件状況報告書（以下「本
件報告書」）には「土壌汚染の情報：無　ボ
イラーに重油を使用していた為可能性有」と
記載されていた。
また、Ｙは公衆浴場廃業に係る届出を平成

27年６月にａ保健所、及び同年７月にａ区役

買主は土壌汚染の可能性を認識していたとして、買主による
売主に対する土壌汚染対策工事費用の請求が棄却された事例

（東京地判 平30・9・18 ウエストロー・ジャパン）　葉山 隆

最近の裁判例から ⑶－土壌汚染－
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所にそれぞれ行ったうえ、同年10月にａ区条
例に基づき廃業とともに求められる土壌汚染
調査について、建物を取壊す予定がないこと
を理由に、本件物件を譲渡する場合には譲受
人にその義務を引継がせることを条件とする
ａ区役所宛猶予願（以下「本件猶予願」）を
提出した。なお、本件猶予願は売買契約締結
までにＸに提示されることはなかった。
平成28年８月、Ｘが本件物件の土壌汚染調
査を行ったところ、油による汚染があること
が判明し、その後、その改良工事代金として
1600万円を支払った。
平成29年９月、ＸはＹに対して、Ｙの説明
義務違反、もしくは瑕疵担保責任に基づき、
土壌改良工事代金等の支払いを求めて本訴を
提起した。

2 　判決の要旨

裁判所は、次のとおり判示し、Ｘの請求を
全て棄却した。
（Ｙの説明義務違反の存否）
Ｘは、Ｙから本件物件で「油をこぼしたこ
とはない」と説明された旨、及びＹが本件猶
予願についての説明義務を怠った旨を主張す
るが、①Ｙは本件報告書に土壌汚染の可能性
を明記していたこと、②宅建業者であるＸ自
身が、本件物件の売却には土壌汚染調査が必
要である旨Ｙに伝えていたこと、③本件売買
契約は、Ｘの提示金額を前提に本件特約を付
して締結されたものであり、売買価格はＢの
査定金額を大きく下回ることからすれば、Ｘ
は本件物件について、土壌汚染調査が未実施
であるリスクを負って買い受けたものという
べきであり、Ｙに本件報告書の記載内容以上
に説明義務があったとは認められず、これは、
仮にＹがＸに油をこぼしたことはない旨説明
していたとしても同様である。
また、Ｙが本件猶予願についてＸに説明し

ていなかったとしても、Ｘは土壌汚染調査の
必要性を認識していたことから、Ｘとの関係
で説明を怠ったとまでは認められない。
（Ｙの瑕疵担保責任の存否）
Ｘは、本件猶予願やその前のａ区役所等へ

の届出の経緯からして、Ｙが本件物件の土壌
汚染の事実を知っており、瑕疵担保責任は免
責されない旨主張するが、Ｙは土壌汚染調査
の必要性は認識していたとしても、土壌汚染
の存在を認識していたとまでは認められな
い。
（結論）
したがって、Ｙに説明義務違反や瑕疵担保

責任は認められないことから、Ｘの請求はい
ずれも棄却する。

3 　まとめ

本事例は、土壌汚染に係る売主の説明義務
違反や瑕疵担保責任に基づく買主の請求が棄
却されたものである。
引渡後に土壌汚染があることが判明したこ

とに伴うトラブルに係る裁判例は多くあり、
この１年間の本誌に掲載したものにも、買主
の改良工事費用等の請求を認容したもの
（RETIO115-110）と、これを棄却したもの
（RETIO114-104・113-124）の双方が見られ
る。いずれの事例も売買契約書の定めにした
がって売主の責任の有無が判断されているこ
とからも、売主・買主の合意内容を契約書に
明確に記載することが重要であると言えよう。
また、媒介にあたっても、この様なトラブ

ルに巻き込まれることを避けるためには、合
意内容を契約書に明記するよう十分注意を払
って対応することが必要であろう。

（調査研究部調査役）
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土地売買の媒介をした宅建業者が、買主業
者に媒介報酬の支払を求め、一方、買主業者
が、既存擁壁を取り壊す必要がないとする誤
った説明により損害を受けたとして反訴した
事案において、媒介業者の報酬請求は棄却さ
れ、買主業者に生じた損害額が認められた事
例（東京地裁 平成30年９月27日判決　一部
認容 ウエストロー・ジャパン）

1 　事案の概要　

平成28年７月、買主Ｙ（本訴被告　反訴原
告　宅建業者）は、媒介業者Ⅹ（本訴原告　
反訴被告　宅建業者）から、本件土地を購入
する話を持ちかけられたが、本件土地は、建
築基準法42条２項道路に接道しているため、
道路中心線から２メートルの位置まで敷地を
後退させること（セットバック）を要し、が
け地となっている部分の擁壁を取り壊し、新
たに擁壁を築造する工事費用がかかることか
ら購入を断った。すると、Ⅹは、本件擁壁を
取り壊す必要がないことを区役所で確認した
と説明し、Ｙは、これを受けて購入する意向
を示した。
その後、ⅩがＹに送付した契約書案及び重

要事項説明書案には、「セットバックに合わ
せて新たに擁壁を造り替える必要があり、そ
の費用は買主負担とする」旨の記載があった
ため、Ｙがこれでは購入できないと伝えたと
ころ、Ⅹは、売主側の了解を得て、同条項を
削除した契約書及び重要事項説明書を作成し
た。

平成28年８月、Ｙは、Ⅹの媒介にて、売主
から本件土地を7300万円で買い受け、手付金
100万円を支払い、同日、ＹとⅩの間で、報
酬額を税込243万円（支払時期は本件売買の
残金決裁日）と定めて、一般媒介契約を締結
した。
契約締結後、Ｙは、一抹の不安を覚え、一

級建築士Ａに依頼して調査させたところ、擁
壁を取り壊して新たに築造する必要があるこ
とが判明した。
平成28年10月、Ｙは、売主及びⅩに対し、

本件売買を白紙解約する旨通知したが、その
後、弁護士により、一方的に白紙解約するこ
とは困難との助言を受け、同月末、やむなく
本件売買の残代金を支払い、決済を完了した。
Ⅹは、Ｙから媒介契約に基づく報酬の支払

を拒絶されたことから、報酬の支払を求めて
本件訴訟を提起した。これに対し、Ｙは、Ⅹ
から、擁壁の取壊しを要しないという事実と
異なる説明を受けて買い受けた結果、擁壁工
事に関する費用相当額の損害を被ったなどと
して、媒介契約上の債務不履行又は不法行為
に基づき、1333万円余の支払を求める反訴を
提起した。

2 　判決の要旨

裁判所は、次の通り判示し、ⅩのＹに対す
る請求を棄却し、ＹのⅩに対する請求を一部
認容した。
（原告の債務不履行の成否）
⑴　Ⅹは、本件土地について、セットバック

既存擁壁につき誤った説明を行った媒介業者に対す
る買主業者の損害賠償請求を認めた事例

（東京地判 平30・9・27 ウエストロー・ジャパン）　鎌田 晶夫

最近の裁判例から ⑷－既存擁壁の説明義務－
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に伴い本件擁壁を取り壊して新たに擁壁を築
造する必要があることは、建築基準法による
ものであり、不動産業者として、騙されるこ
とはあり得ないと主張する。しかし、証人Ａ
の証言によれば、本件擁壁のようながけ地の
場合、セットバックについて建築基準法42条
２項ただし書が適用される余地も否定できな
いことから、区役所との間で、擁壁を取り壊
すか否かについて事前協議が行われること自
体はあり得ると認められるのであり、Ｙにお
いて、Ⅹが区役所で本件擁壁を取り壊す必要
がないことを確認したという説明を信じたと
しても不自然とまではいえない。
⑵　Ⅹは、当初の契約書案及び重要事項説明
書案にも、本件擁壁条項が設けられていたと
ころ、本件擁壁の取壊しを要するのは建築基
準法によるものであり、売主の判断でこれを
不要にできる問題ではないのであるから、Ｙ
も本擁壁工事が必要となることを当然認識し
ていたと主張する。しかし、Ｙが、同条項が
あるのであれば本件売買には応じられない旨
をⅩに伝えたところ、売主側も異議なく同条
項の削除に応じたことから、Ｙとしては、Ⅹ
が本件擁壁の取壊しは不要であることを区役
所に確認したという説明を疑うことなく本件
売買の契約締結に至ったとしても不自然とま
ではいえない。
⑶　Ⅹは、本件擁壁について区役所に確認し
た事実と異なる説明を行い、誤認させて、Ｙ
に本件土地を買い受けさせたのであるから、
Ｙに対し、媒介契約上の債務不履行責任を負
うと解するのが相当であり、Ｙが被った損害
を賠償する責任を負う。
（被告の損害）
本件更地価格は、路線価を市場価格に修正
することにより算出すると、約8635万円であ
るところ、同額から旧建物の撤去費用195万
円及び擁壁工事費用1414万円余を控除するこ

とにより、本件売買条件による適正価格は
7025万円余と算出される。Ｙは、本件土地を
7300万円で購入したのであるから、差額に相
当する274万円余を損害額と認める。
（報酬請求権の成否）
Ｙは、当初から、本件擁壁工事に多大な費

用を負担しなければならないのであれば、本
件土地を購入しない旨を示していたところ、
Ⅹの説明により誤認した結果、本件土地を購
入して損害を被ったものである。Ｙは、Ⅹと
の間で本件媒介契約を締結し、その媒介業務
により本件売買の成立に至ったとしても、Ⅹ
の当該業務の瑕疵により、同契約の目的を達
成することができなかったと認められるか
ら、Ⅹは、Ｙに対して、同契約の報酬を請求
することはできない。

3 　まとめ

媒介業者が買主に対して、虚偽の事実を告
げて誤認させ購入させる行為は、言うまでも
ないが、宅建業法47条に抵触するとともに、
本事案のように媒介報酬の請求ができず、買
主に生じた損害を賠償しなければならないこ
とになるのであり、厳に慎むべきである。
媒介業者は、信義則に従い、調査した事実

を正確に伝えることが不可欠であることを再
認識させる事案である。

（調査研究部調査役）
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土地の買主が、不動産業者である売主に対
し、売買契約時の合意又は売買契約に付随す
る信義則上の義務として、売主が埋設された
既存杭の位置の告知義務を負い、また既存杭
等が隠れた瑕疵に当たるとして、債務不履行
又は瑕疵担保責任に基づき、地中障害に伴う
工事費用等の損害金等の支払いを求めたが、
いずれの請求も棄却された事例（東京地裁　
平成30年２月16日判決　ウエストロー・ジャ
パン）

1 　事案の概要

買主Ｘ（原告・個人）は、本件土地につい
て建築設計事務所Ａを通じて、媒介業者Ｂの
媒介により、平成26年６月、売主Ｙ（被告・
不動産業者）と売買代金7380万円で売買契約
を締結し、手付金400万円を支払った。本件
売買契約には、本件土地の隠れた瑕疵につい
て、引渡完了日から２年以内に限り、Ｙが担
保責任を負う旨が定められていた。
本件売買契約締結の際、重要事項説明書に

は、本件土地上にはマンション（旧建物）が
建っているが、本件土地引渡期日までにＹの
責任と負担で取り壊すこと、旧建物の既存杭
が発見された場合は、Ｙの責任と負担で地盤
面より１ｍの深さまで撤去することが記載さ
れ、Ｙは、Ｂを介してＸにその旨を約束した。
平成26年８月、Ｘは、本件土地の売買残代

金6980万円及び固定資産税等清算金２万円余
を支払い、本件土地の引き渡しを受けた。
その後、Ｘは、①本件売買契約締結日及び

決済日に既存杭の位置を教えてほしいと要請
したが、Ｙは「分割検討図」を送付したのみ
で、既存杭等の正確な位置をＸに知らせず、
Ｙには告知義務違反がある、②本件土地には、
既存杭やコンクリートガラ等の地中障害物が
多数発見され、これらは隠れた瑕疵に当たる、
等として、ＸはＹに対し、地中障害に伴う山
留め及び試掘や地盤補強工事費用、基礎工
事・変更工事費用、設計変更申請手数料、設
計料追加分の計277万円余等の支払いを求め、
提訴した。

2 　判決の要旨

裁判所は、次のように判示して、Ｘの請求
を棄却した。
（告知義務違反の有無）
Ｙは、本件売買契約締結日に、Ｂを介して、

Ｘに対し、埋設物の詳細について、Ｙは把握
しておらず不明であること、旧建物の杭が残
存している可能性があること、杭が発見され
た場合には、Ｙの責任と負担において、地盤
面より約１ｍの深さまで撤去する旨を説明し
たこと、また残代金の支払い及び本件土地の
引き渡しがなされた日に、ＹがＸに対し、重
要事項説明書上は地盤面から約１ｍの深さま
で撤去とされているが、念のため1.5ｍの深
さまで撤去すると説明したこと、が認められ
るが、その一方、ＹやＢが、Ｘに対し、既存
杭等の位置を告知する義務をＹが負う旨了承
したことを認めるに足りる確たる証拠はな
い。

買主が売主に対して、既存杭の位置を告知しなかっ
た等として求めた損害賠償請求が棄却された事例

（東京地判 平30・2・16 ウエストロー・ジャパン）　三輪 正道

最近の裁判例から ⑸－既存杭の説明義務－



113

RETIO.  NO.116  2020年冬号  

この点、Ｘは、Ｂに、本件売買契約締結前
に、重要事項説明書へ既存杭等に係る説明を
追加することや、旧建物の解体をしたときに
杭の頭が見えてくるのでそれを教えて欲しい
ことを伝え、Ｂからは、Ｙに話をしてみます
と述べたことや、一般的に杭の位置の告知を
受ける場合、その旨を売買契約書等の書面に
記載することは煩雑であり、売買契約書等の
書面に記載することはほとんどないと思われ
る旨を述べるが、Ｂは当該供述内容を否認し
ている。
責任追及を受けかねない立場にあるＢが、
重要事項説明書記載の深度を超えて既存杭等
の位置を把握すること等について、口約束す
ること自体考えにくく、また、Ｙが告知義務
を負う旨をＢが了承した場合には、紛争が生
じないよう重要事項説明書の記載内容を改め
ることが通常であり、これがなされていない
ことは極めて不自然である。
また、Ｙが書面を作成して当該告知義務の
存在及び内容等を確認していないことは、上
記同様に不自然であるから、Ｘの供述等は容
易に信用すべきではない。
一般的に、既存杭等の位置把握には多額の
費用を要するが、Ｙは、撤去対象とする既存
杭等の具体的深度を明示して限定し、これを
超える深度の調査・告知義務を課すことは、
Ｙに対して想定外の重い義務を負担させるこ
ととなる一方、Ｘは、Ｙから、埋設物の詳細
については把握しておらず不明との説明を受
けた上で、本件売買契約を締結しており、埋
設物等についてＹから売買契約時の説明内容
を超える説明ないし告知を受けられないとし
てもこれを甘受すべきと言えること等から、
本件売買契約締結に付随する義務としても、
当該告知義務をＹが負うとは認められない。
（瑕疵担保責任の成否）
Ｙは、本件売買契約に際し、Ｘに対し、本

件土地の埋設物の詳細について、Ｙは把握し
ておらず不明であること、旧建物の杭が残存
している可能性があることを説明しており、
Ｘはその旨を踏まえて本件売買契約を締結し
たのであるから、本件土地に地中障害物があ
ることは隠れた瑕疵には当たらない。
よって、瑕疵担保責任に基づくＸの請求は

理由がない。

3 　まとめ

本件は、買主が、解体した建物の既存杭の
位置の告知義務違反や瑕疵担保責任を理由と
した損害賠償を、売主に請求したが、売主が
告知義務を負う旨は合意しておらず、地中障
害物について事前に説明があったため隠れた
瑕疵には当たらないとして、買主の請求が棄
却された事例である。
近年、土地の埋設物をめぐって、売主業者、

媒介業者が、告知義務違反で訴えられる事案
がよく見受けられるが、紛争予防の観点から、
建物解体・撤去の範囲や、物件をどのような
状態で買主に引き渡すのか等について、売買
契約締結までに売買関係者でよく確認し合
い、その内容を交渉記録や重要事項説明書等
に記載しておくことが重要であろう。

（調査研究部調査役）
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投資物件を媒介した媒介業者が、買主に媒
介報酬を請求したのに対し、買主が、媒介業
者には転借人の賃料の説明を怠った又は不実
の告知をした義務違反があるとして、媒介契
約の解除及び損害賠償を求め反訴した事案に
おいて、媒介業者の媒介報酬の請求は認めら
れたが、買主の損害賠償請求も一部認められ
た事例（東京地裁　平成30年10月24日判決　
ウエストロー・ジャパン）

1 　事案の概要　

媒介業者Ｘ（原告：宅建業者）は、売主Ａ
から売却依頼を受けていたワンルームマンシ
ョン（本件不動産１及び本件不動産２）の売
却依頼を受け、買主Ｙ（被告：宅建業者）に
紹介したところ、Ｙは、本件不動産２の購入
検討のため、本件転貸借の解約の可否及び本
件転貸借における転借人の月額賃料（先家賃）
等をＸに照会した。
本件不動産２は、賃貸業者Ｂに賃貸され、

Ｂはこれを第三者に転貸していたため、Ｘは、
Ｂに、転貸借の解約の可否と先家賃の額を尋
ねたが、本件不動産２の売買契約が成立した
後でなければ先家賃は教えられないとの回答
であった。
そこで、Ｘは、Ａに先家賃や諸費用につい

て尋ね、「募集家賃」が月額89,000円である
などの回答を受けて、Ｙからの照会に対し、
電子メールにて、「本件転貸借の解約は可能
であり、募集家賃が月額89,000円、保証家賃
が月額80,100円である」などと回答した。　

Ｙは、Ｘの回答結果を踏まえ、平成29年２
月、Ｘとの間で本件不動産１に関する本件媒
介契約１（報酬額615,600円）、本件不動産２
に関する本件媒介契約２（報酬額384,400円）
を締結し、Ａとの間で、本件不動産１及び本
件不動産２の本件各売買契約を締結した。
本件各売買契約締結後、Ｘは、Ｂに先家賃

の開示を求め、月額賃料73,000円、管理費
8,000円との回答を得て、これをＹに伝えた
ところ、Ｙから苦情を申し入れられた。
同年３月、ＸはＹを訪れ、本件各売買契約

前に本件不動産２についての正確な先家賃を
回答できなかったことについての謝罪をし
た。
同年３月、ＹとＡとの本件各売買契約の残

金の支払い、本件各不動産の引渡しが完了し
た。
同年４月、ＹはＸに対して本件各媒介契約

を解除する旨の意思表示をし、同年９月には、
ＹのＸに対する損害賠償請求権をもって、Ｘ
の請求債権とその対等額において相殺すると
の意思表示をしたことから、Ｘは、売買契約
の媒介報酬（100万円）を求める本件訴訟を
提起した。
これに対し、Ｙは、Ｘの先家賃に関して不

実の告知等により損害を被ったとして228万
円の賠償を求める反訴をした。

2 　判決の要旨

裁判所は、次のとおり判示し、ＸのＹに対
する請求を一部認容した。

投資物件の買主が募集家賃を実際家賃と誤認したこ
とについて媒介業者に説明義務違反を認めた事例

（東京地判 平30・10・24 ウエストロー・ジャパン）　宝満 哲也

最近の裁判例から ⑹－調査依頼と説明義務－
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（Ｘの説明義務違反の存否）
一般的には、転貸借契約における転借人の
賃料は、媒介契約説明義務の対象となる重要
事項には当たらない。
しかしながら、Ｙは、本件各不動産の転売
を目的とするとともに、本件不動産２の購入
後にＢとの賃貸借契約の解約も意図して、先
家賃について照会をしたものであって、Ｘに
おいても影響を及ぼしかねないことは容易に
想定できたと考えられる。
そうすると、ＸとＹは、明示又は黙示の合
意により、先家賃の額について重要事項とし
て説明義務の対象としていたというべきであ
る。Ｙは、Ａから聴取した「募集家賃」の意
味を明らかにするなど、そのような対策を講
ずることなく、さも先家賃であるかのように
回答したものであり、Ｙが「募集家賃」を先
家賃であると誤信したとしても何ら不合理な
ものとはいえないから、Ｘは、Ｙに対して、
重要事項の説明についての義務違反があり、
本件媒介契約２について債務不履行があった
と認められる。
（Ｙの媒介契約の解除の可否）
本件各媒介契約において、宅地建物取引業
者であるＸの主たる債務の内容は、売買契約
の成立に向けて努力することと解されるとこ
ろ、ＹとＡの間で本件各売買契約が締結され、
その決済も完了しているから主たる債務は履
行されている。そして、説明義務が媒介契約
における主たる債務ではなく、付随義務なも
のと解されることに照らすと、その不履行が
あったとしても、売買契約の成立に至った場
合には、解除権を生ぜしめるものとは解され
ない。
以上によれば、ＸのＹに対する本件各媒介
契約に基づく報酬請求権は、いずれも発生し、
Ｙによる解除の意思表示によっても消滅しな
い。

（損害の発生の有無及びその額）
Ｙが「募集家賃」として説明を受けた

89,000円と本件転貸借における81,000円との
差額である月額8,000円の将来的な賃貸借契
約の継続が認められる期間程度の賃料相当額
は、Ｘの説明義務違反と相当因果関係がある
損害と評価でき、転貸借契約が継続する期間
を考慮すると、損害は35万円余と認められる。

3 　まとめ

本判決は、投資物件の媒介業者が、買主に
媒介報酬を請求したのに対し、買主が媒介業
者に対して、転貸借契約における転借人の賃
料の説明を怠った又は不実の告知をしたとし
て、媒介契約の解除及び損害賠償の支払いを
求め反訴し、買主の媒介契約の解除は否定さ
れたが、損害賠償が一部認められたものであ
る。
本判決では、ＸとＹとの間に、転売に影響

し得る先家賃の額を説明義務の対象とする黙
示の合意があったと認定した上で、Ｘが、Ｙ
に対して、Ａから確認した「募集家賃」を「先
家賃」と誤認させたことが認められており、
Ｘは、正確な「先家賃」の額の回答が困難で
ある場合には、その旨の留保を付けた上で、
Ａから聴取した「募集家賃」の意味を明らか
にするなどの回答をすべきであり、何らかの
対策を講ずるべきとしている。
媒介業者が、本件のようなトラブルを回避

するためには、買主に対し、丁寧かつ明確な
説明を心がけなければならないことを改めて
考えさせられる事案であり、参考にされたい。

（調査研究部調査役）
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転売利益を得られるとした媒介業者の勧誘
により、未完成マンション一棟の売買契約を
締結したが、残金決済日までに転売の目処が
たたず、契約を手付解除した買主が、媒介業
者に対して、放棄した手付金、支払った媒介
手数料相当額の損害賠償を求めた事案におい
て、その請求を過失相殺により一部減額して
認めた事例（東京地裁 平成30年３月28日判
決 ウエストロー・ジャパン）

1 　事案の概要　

媒介業者Ｙ（被告：宅建業者）は、買主Ｘ
（原告：企業診断等のコンサルティング及び不
動産の仲介等を目的とする株式会社）に、未
完成のマンション一棟（本件不動産）につい
て、「残金を用意しなくても、引渡し日前まで
に、容易に第三者へ11～12億円で転売するこ
とができる。」などと説明して購入を勧めた。
Ｘは、手付金が用意できれば残金を用意し

なくても転売利益が得られると考え、Ｙの勧
誘に従って本件不動産を購入することとし、
平成27年８月、売主業者Ａとの間で、Ｙの媒
介により、本件不動産の売買契約（本売買契
約）を締結し、Ａに対して下記記載の手付金
3,000万円を支払い、またＹに対し媒介手数
料の半金2,000万円を支払った。
（本件売買契約）
・売買代金：９億5,000万円
・手 付 金：　　3,000万円
・残 代 金：９億2,000万円
・残金決済日：平成28年６月末日

・違 約 金：9,500万円（売買代金の10％）
・特約事項：売主は買主が本物件を第三者に
売却する目的で購入することを了承する。
しかし、本売買契約締結後、平成28年に入

ったところまで、ＹはＸに対して本件不動産
の売却候補となる第三者を紹介せず、不安に
なったＸは、金融機関や不動産に詳しい知人
に相談するうちに、本件不動産が11億円余で
売却できる根拠がないと考えるようになり、
Ｙを問い質した。しかし、Ｙは、金融機関や
転売先の紹介はすぐに行うと答えるのみで、
実際は紹介することはなかった。
ＸとＹは、平成28年５、６月に面談し、Ｘ

は、Ｙから中間省略で右から左に買い手がお
り、儲かるから参加した、銀行や資金繰りも
全く考えていなかったと主張すると、Ｙは、
否定も留保もせず、発言を受け入れた。また、
Ｘは儲けも利益もいらないことをＹに伝えた
ところ、Ｙは、Ｘの手付金が没収されないよ
うに本件不動産の売却先として３、４社に持
ち込んでおり、有力先が１社いるので結論は
１週間程度で来るなどと説明した。（Ｘは、
Ｙとの会話の内容を秘密録音していた。）
その後、Ｘは、Ｙから具体的な転売先の紹

介を受けることなく、残代金の支払期限を経
過したため、平成28年７月にＡと面談して謝
罪し、手付解除の合意を得て、本件売買契約
について合意解約をした。
Ｘは、Ｙに対して、媒介契約の受託者とし

ての善管注意義務及び宅建業者の誠実義務に
違反する債務不履行、不法行為に基づき損害

売買契約を手付解除した買主の短期転売できるとして媒介
した媒介業者に対する損害賠償請求が一部認められた事例

（東京地判 平30・3・28 ウエストロー・ジャパン）　宝満 哲也

最近の裁判例から ⑺－信義則に反する勧誘行為－
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賠償として放棄した手付金3,000万円、支払
った媒介手数料2,000万円、計5,000万円の損
害賠償を求める本件訴訟を提起した。
Ｙは、「Ｘの主張は、一切資金の準備をせ
ずにリスクを負うこともなく、短期間に転売
価格と購入価格の差額の２億円前後の利益を
上げようというものであり不合理である。Ｘ
はその目的やかつて宅地建物取引業の免許を
取得していたこと等から、不動産に関して素
人とはいえない知識と経験を有していた。」
などと主張した。

2 　判決の要旨

裁判所は、次のとおり判示し、ＸのＹに対
する請求を一部認容した。
（善管注意義務違反の有無）
Ｙは、Ｘに対し、本件売買契約の勧誘の際、

近隣の賃料相場や賃料利回りを説明したが、
それ以上に11億円余で転売できる見込みにつ
いての具体的な資料を提示したり説明を加え
たりすることはなく、転売できる見込みは有
していなかったものというべきである。
不動産業者が、媒介を行う売買契約の後に
締結を目指す将来の転売契約の代金額を言及
するについては、信義誠実の原則にのっとり、
言及する時点において、事後的に検証可能な
計算根拠等を準備した上で言及するべきであ
る。
また、Ｙは、Ｘに対し、中間省略登記の場
合でもＸが残代金を用意する必要があること
を十分に説明せず、本件売買契約を締結させ
たものであり、かかる勧誘行為は、本件媒介
契約の受任者としてＸに対して負う善管注意
義務に反し、宅建業者として信義誠実に業務
を行う義務に反するものであり、損害賠償義
務を負うというべきである。
（過失相殺）
業務として投資活動を行っているＸが、資

料もほとんど渡されず、Ｙの口頭のみの説明
を信じることは、Ｘは、投資をする際のリス
ク判断として通常のことではないといえる。
また、Ｘは、Ｙによる説明について、他に

確認及び調査等をしたことはうかがえない。
そうすると、Ｘにおいても、本件売買契約

の締結という投資によって利益を得る見込み
又は損害を被るリスクについて、自らすべき
確認及び調査等を怠り誤った判断をしている
ものであって、その程度に照らして、４割の
過失相殺をするのが相当である。
従って、Ｙは、Ｘに対し、3,000万円の賠

償責任を負う。

3 　まとめ

本判決は、媒介業者が、売買契約の勧誘に
あたり転売に言及する場合には、買主の誤解
を招かないよう誠実に説明するべきであり、
転売価格について言及する場合には、適切な
根拠等を準備すべきであると判断しており、
実務において参考になるものである。
また、本件では、買主が宅建業免許を持っ

ているかどうかは不明であるが、仮に、宅建
業免許を持っていなければ、買主が転売目的
で不動産を取得し転売する行為は、宅建業の
無免許営業に該当するとともに、それを勧め
た媒介業者は、無免許営業幇助に該当する恐
れがある。
媒介業者は、転売目的の買主との間で媒介

を行う場合においては、買主が宅建業免許を
持っているかについて確認の上、取引を行っ
ていく必要がある。　

（調査研究部調査役）
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事務所ビルの媒介報酬を媒介業者が買主に
請求したのに対し、エレベーターの不具合に
かかる調査説明義務違反を理由に買主が媒介
業者に損害賠償を求め反訴した事案におい
て、買主の反訴請求を棄却し、媒介業者の請
求を認めた事例（東京地裁 平成30年２月28
日判決 一部認容 ウエストロー・ジャパン）

1 　事案の概要

平成26年５月、媒介業者Ｘは、売主Ａから、
その所有する事務所ビル（本件不動産）の売
却について媒介の依頼を受け、媒介契約（本
件媒介契約）を締結した。
平成27年９月、Ａと買主ＹはＸの媒介によ

り、以下の約定で本件不動産を売買する契約
（本件売買契約）を締結し、同日、ＹはＡに
対し、手付金として870万円を支払った。
・売買代金　8,700万円（残代金7,830万円）
・引渡期日　同年12月４日
・残代金の支払期日　同月７日
Ｙは、本件売買契約締結の際、Ｘに対し、

本件媒介契約の報酬として150万円（税込）
を本件不動産の引渡し時に支払う旨を約し
た。
しかし、本件不動産に設置されているエレ

ベーターが正常に作動しないなどの不具合が
あり、Ａの責任において、本件不動産の引渡
し前に上記不具合の修理を行うこととなった
ため、12月４日に予定されていた本件建物の
引渡しが遅延することとなった。
Ａは、Ｙから本件建物の引渡しが遅延した

ことについて責任を追及され、Ｙとの間で、
本件売買契約の残代金を830万円減額した
7,000万円とすることとし、平成28年３月、
ＡはＹから上記残代金の支払を受けるのと引
き換えに、Ｙに対し、本件不動産を引渡した。
その後Ｙは、Ｘは本件不動産のエレベータ

ーに不具合があることを知っていたにもかか
わらず、Ｙに対して、これを全く説明してい
なかったものであり、調査・説明義務を怠っ
た債務不履行があるとして、Ｘに対し媒介報
酬を支払わなかったため、Ｘは、裁判所に対
し、Ｙに対する媒介報酬債権を被保全債権と
して、本件不動産について仮差押え命令の申
立てを行ってこれを登記し（本件仮差押え）、
媒介報酬150万円の支払を求めて本件訴訟を
提起した。これに対しＹは、Ｘの行った仮差
押えは保全の必要性を欠く違法なものである
として、損害金2,242万円の支払を求めて反
訴した。

2 　判決の要旨

裁判所は次の通り判示し、Ｘの請求を認め、
Ｙの反訴請求を棄却した。
（Ｘの債務不履行の成否）
Ｘが本件建物のエレベーターの不具合を知

っていたかに関しては、認定事実によれば、
本件売買契約が締結された後、Ｘの担当者Ｂ
は、Ａからエレベーターの不具合について報
告を受けた際、Ａの責任において本件建物の
引渡期日までに修理することを確認していた
のであり、それ以前に上記引渡期日までに修

売買建物にエレベーターの不具合がある等として媒介手数料を
支払わない買主に対する媒介業者の報酬請求が認められた事例

（東京地判 平30・2・28 ウエストロー・ジャパン）　亀田 昌彦

最近の裁判例から ⑻－報酬請求と調査説明義務－
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理が完了する見込みがなかったことを把握し
ていたとうかがわせる事情は見当たらない。
これらによると、エレベーターの不具合に
ついては、本件建物の引渡期日までにＡによ
り修理がされることが予定されていたという
ことができるから、Ｘにおいて、Ｙに対して
上記不具合について説明すべき義務があった
とはいえない。
本件媒介契約は、その媒介の対象である本
件不動産の売買が成立し、その履行も完了し
たことにより、既に目的を達している以上、
上記説明義務違反を理由とした解除により、
当該契約の効力が遡及的に消滅するものでは
ないと解するのが相当である。Ｘの債務不履
行による損害賠償責任についても、後記の説
示のとおり、Ｙの主張する損害は、相当因果
関係のあるものということはできず、これは
Ａとの間の代金減額合意によって既に填補さ
れたものと認められるから、これについてＸ
に対し、損害賠償を求めることはできない。
（Ｘの本件仮差押えに係る不法行為の成否）
Ｙは、Ｘの本件仮差押えは本件媒介契約の
解除によりＹに対する本件報酬債権が消滅し
ているため、被保全債権を欠くものであると
主張するが、Ｙにおいて本件媒介契約を解除
することができないことは前記で説示したと
おりであるから、この点に関するＹの主張は
失当である。
また、Ｙは、平成27年６月に設立された会
社であり、Ｘにおいて、本件不動産以外にＹ
の資産が存在することを把握していたものと
はうかがわれないのであり、Ｘにおいて、Ｙ
の資産や収入の状況について調査する手立て
があったとはみられない。こうした中で、Ｘ
の媒介により本件売買契約が締結され、その
履行が完了したにもかかわらず、Ｙにより上
記媒介に係る報酬の支払を拒絶されたことか
ら、Ｘにおいて、保全手続を経ることなくそ

の報酬の支払を求める訴訟を提起すれば、Ｙ
により本件不動産の名義変更等がされること
によって、その回収が困難となるおそれがあ
ると認識したことについて相当の理由があっ
たことは否定できず、Ｘの本件仮差押えにつ
いて、不法行為が成立するとはいえない。

3 　まとめ

本件は、売買対象物件の不具合について媒
介業者に調査説明義務違反があったため、被
った損害と媒介報酬を相殺するとした買主の
主張が認められなかった事例である。
本判決の「本件媒介契約は、売買契約の履

行も完了したことにより、既に目的を達して
いる以上、説明義務違反を理由とした解除に
より、当該契約の効力が遡及的に消滅するも
のではないと解するのが相当である」との判
示は、実務上１つの参考になると思われる。
また、本件の買主は海外に本店を置いてい

た企業であるが、他にも慣習の違い等から媒
介手数料を支払わない事案があった（東京地
判Ｈ27.9.15、RETIO109-98）。一般論として、
商慣習を異にする者については、誤解が生じ
ないように十分な意思疎通やより適切な説明
が重要であるといえよう。

（調査研究部調査役）
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高齢者が、所有している自宅マンションを、
被る不利益を十分に理解していないことに乗
じて著しく低廉な価格で売却させられたこと
は、公序良俗に反し無効であるとして、買主
に対し、所有権移転登記の抹消と弁護士費用
及び慰謝料を求めた事案において、所有権移
転登記の抹消と弁護士費用一部の支払が認め
られた事例（東京地裁 平成30年５月25日判
決 一部認容 ウエストロー・ジャパン）

1 　事案の概要　

平成28年９月、売主Ⅹ（原告　82歳）は、
買主Ｙ（被告　個人）にⅩ所有マンション（本
件不動産）を売却し、Ｙから売買代金350万
円を受領した。Ⅹは、受領した350万円から、
司法書士に登記手続費用として31万円余を支
払い、Ｙは、同日、本件不動産について、所
有権移転登記を具備した。
ⅩとＹは、本件売買に伴い、ＹがⅩに対し、

平成28年10月から１か月間、賃料月額22万円
余で本件不動産を賃貸する旨の契約書を作成
した。
Ｙは、平成28年10月、本件不動産に関して、

Ⅹを相手方として、本件売買の成立を前提と
する訴え提起前の和解手続（即決和解）の申
立てをしたが、Ⅹの代理人は、同年11月、本
件和解日に出頭し、和解はできないことを伝
え、同手続は終了した。また、Ｙは平成28年
11月、Ⅹが居住する本件不動産を訪問し、立
退料30万円の支払を提案して同不動産の明渡
しを求めた。

Ⅹは、Ｙを債務者とする本件不動産につい
て処分禁止の仮処分を申し立て、平成28年11
月、処分禁止の仮処分の決定がされた。
Ⅹは、Ｙに対し、平成29年３月、本件売買

がＹの詐欺によるものであったとして、取消
を求めて提訴した。

2 　判決の要旨

裁判所は、次の通り判示し、ⅩのＹに対す
る請求を一部認容した。
（本件売買の公序良俗違反の有無）
本件不動産は、築30年以上であったこと、

平成28年度の固定資産税評価額は1211万円余
であること、リフォーム工事は615万円程度
かかること、本マンションの他の同条件の部
屋のリフォーム後の取引価格はおおむね2000
万円を超えていることが認められる。そうす
ると、固定資産税評価額の３割、取引想定価
格の２割にも満たない本件売買価格の350万
円は著しく低廉であり、買主が負担するのが
一般的である登記手続費用31万円余をⅩが負
担していることも併せ考えると、本件売買は
著しく低廉な価格での取引といわざるをえな
い。
Ⅹは、売買締結当時82歳で、本件不動産に

一人で居住しており、締結後にＹから本件不
動産の明渡しを求められてもこれに応じず、
むしろ、締結後間もなく処分禁止の仮処分を
申し立てたのであるから、新しい住居を確保
していなかったものと推測される。また、本
件売買価格が著しく低廉であるのに対し、売

高齢者が自宅マンションを著しく低額で売却させら
れたとして、売買の無効が認められた事例

（東京地判 平30・5・25 ウエストロー・ジャパン）　鎌田 晶夫

最近の裁判例から ⑼－公序良俗違反による契約無効－



121

RETIO.  NO.116  2020年冬号  

買締結時に作成した賃貸借契約書に定められ
た月額賃料22万円余（管理費込）は高額であ
り、Ⅹにとって著しく不利益で不合理なもの
というべきである。そして、以上のような事
情に、Ⅹが本物件を売却する動機がまったく
見当たらないことも考慮すると、Ⅹは、本件
売買により被る不利益を十分に理解しておら
ず、Ｙも、Ⅹが本件売買について十分に理解
しているかどうかの確認をすることなく漫然
と本件売買を締結したものと認めるのが相当
である。
以上によれば、本件売買は、Ⅹにとっては
損失の非常に大きい内容のものであり、Ｙは、
当時82歳と高齢で理解力が低下していた可能
性のあるⅩに対して、暴利を得ようとしたも
のというほかはない。したがって、本件売買
は、公序良俗に反して無効である。
（不法行為の成否）
本件売買を締結させた上、Ⅹにとって極め
て不合理な内容の賃貸借契約書を作成させた
Ｙの行為は、Ⅹの本件不動産という財産権を
違法に侵害する不法行為に該当するものと認
められる。
（損害）
Ⅹは、本件不動産を違法に奪われたことに
より精神的損害を被ったとして慰謝料200万
円の賠償を求めているが、かかる精神的苦痛
は、登記が抹消されて本件不動産の所有権が
保全されることにより慰謝し得る性質のもの
であり、Ⅹが現実に本件不動産の明渡しを余
儀なくされるまでには至らなかったことも考
慮すれば、慰謝すべき程度の精神的損害が生
じたとまでは認められない。
他方、Ⅹは、本件不動産の登記名義を回復
するため、弁護士に委任して仮処分の申立て
や訴訟追行を余儀なくされたことにより弁護
士費用相当額の損害を被ったと認められると
ころ、本件の弁護士費用相当額としては、50

万円がＹの不法行為と相当因果関係のある損
害と認められる。
このため、Ⅹの請求は、本件不動産につい

ての所有権移転登記の抹消手続及び50万円を
認容し、その余は理由がないから棄却する。

3 　まとめ

我が国の65歳以上の人口は増加傾向にあ
り、2018年10月１日において、人口に占める
割合は28.1％に達し、WHOが「超高齢社会」
として定義する21％を超えている。
このような状況の中、高齢者の不動産売却

をめぐるトラブルは徐々に増えてきており、
本件のように判断能力の低下に乗じて、著し
く低額で売却させられたケースも多く見受け
られ、本件のような悪質なものは、意思能力
の欠如、錯誤、公序良俗違反などを理由とし
て、売買は無効と判示されている。
高齢者においては、不動産を売却する場合、

売買価格等について特段の注意を払うととも
に、宅建業者が購入もしくは仲介する場合、
十分な説明や意思能力の確認に努めることが
不可欠である。

（調査研究部調査役）
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家庭菜園目的に売主業者の分譲地を購入し
たが、造成は一部しかされず、そもそも土地
の造成が規制された土地であったことから、
買主が売買契約の詐欺取消しを主張した事案
において、売主には買主に対する欺罔行為が
あり、買主の売買契約の詐欺取消しは有効と
して、売主に売買代金及び諸費用の買主への
返還を命じた事例（東京地裁 平成30年12月
４日判決 ウエストロー・ジャパン）

1 　事案の概要

平成26年７月、買主Ｘ（原告:個人）は、本
件土地を含む分譲地の存在を知り、家庭菜園
をするために土地を購入してもよいと考え、
現地を訪れ、売主Ｙ（被告:宅建業者）から、
本件売買契約を締結する際の重要事項説明に
おいて、法令に基づく制限の概要として都市
計画法及び建築基準法に基づく制限について
説明は受けたが、それ以外の説明は一切受け
ていなかった。また、本件売買契約において、
本件土地を含む分譲地は土地造成前であった
ところ、本件土地すべてについて土地造成を
した上、引き渡す旨の説明を受け、ＸとＹと
の間で、本件土地（敷地面積102.48㎡、地目
は山林・畑）を代金275万円で購入する契約
を締結した。
平成27年５月、ＸはＹから本件土地の引き

渡しを受けたが、一部しか造成されておらず、
その理由についてもＹからの説明はなかっ
た。
そこで、Ｘが確認すると、本件土地は宅地

造成等規制法における宅地造成工事規制区域
として土地造成が規制されており、本件土地
の３分の２で実施された土地造成工事は同法
に違反して行われたものであった。このため、
Ｘは、本件売買契約時の説明は欺罔行為であ
り、売買契約を詐欺により取り消し、Ｙに支
払った売買代金等の311万円はＹの不当利得
として、その返還請求を提訴した。
Ｙは、「契約締結に先立ち、Ｘと現地に立

ち会って状況を確認している。その際、一部
が土地造成未了であるが、造成せず一部山林
のため隣地と比較して安価であり、完成物件
として現況有姿で引き渡したもので問題はな
い。宅地造成等規制法に違反するとの問題は、
Ａ市役所と協議する中で生じたものであり、
最初から認識していたわけでもなく、本件土
地は開発許可取得済みの土地であるから、規
制はされていない。」などと反論した。

2 　判決の要旨

裁判所は次のとおり判示し、Ｘの請求を認
容した。
（欺罔行為の有無）
本件売買契約締結に際し、現地を見た時点

においては、本件土地はすべてが未造成であ
ったものの、ＸはＹから本件土地のすべて土
地造成をした上で引渡しをする旨の説明があ
ったこと、重要事項説明では、本件土地に都
市計画法及び建築基準法上の制限があり建築
物の建築ができない旨の説明があったもの
の、宅地造成等規制法上の制限によって土地

売主の欺罔行為により、家庭菜園目的の土地の売買契約を
締結した買主の売買契約の詐欺取消しが認められた事例

（東京地判 平30・12・4  ウエストロー・ジャパン）　小野田 一雄

最近の裁判例から ⑽－詐欺による契約取消し－
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造成が規制されている土地である旨の説明が
なく、「現況有姿の引き渡し」である旨記載
されていることについても特段の説明もされ
なかったこと、Ｘは、本件土地については宅
地造成等規制法上の制限はなく、土地造成を
された上で引き渡されるものと考え、契約に
至ったが、実際には本件土地は３分の２しか
土地造成がされず、その説明もなかったこと
が認められる。
よって、本件売買契約締結の際におけるＹ
の説明は、事実に関して真実ではない内容を
含み、Ｘを錯誤に陥らせて意思表示をさせる
ことを意図したＸに対する欺罔行為に該当す
るものと認められる。
Ｘは、Ｙの欺罔行為によって、本件土地に
は宅地造成等規制法上の制限はなく、そのす
べてを土地造成された上で引き渡されるもの
と誤信して本件売買契約を締結したものと認
められるから、Ｘの本件土地を買い受ける旨
の意思表示には瑕疵があるというべきであ
り、本件売買契約に係る詐欺取消しは有効で
ある。
（現況有姿の引渡しの有無等）
本件売買契約締結当時において、本件土地
を含む分譲地は全体的に土地造成がされてお
らず、本件土地の引き渡し時点では本件土地
は一部が土地造成されていたことから、土地
を造成して引き渡すことがＸとＹとの間で約
されていたことが合理的に推認でき、一部未
造成の現況有姿で本件土地を買い受けたとす
るＹの主張は認め難い。また、本件土地が同
条件である他の分譲地と比較しても特別安価
ということはできないことから、一部を未造
成のままとすることで隣地より格安の値段で
販売したというＹの説明は、不合理かつ不自
然なものである。
さらに、本件土地についての開発許可を取
得済みであり、販売区画図に平成24年４月に

開発許可の取得をした旨の記載はあるが、本
件土地を含む分譲地に係る開発許可申請の時
期や範囲、取下げの有無等に関するＸからの
求釈明に一切回答せず、開発許可取得に関す
る証拠を提出しない。これらの状況を踏まえ
ると、少なくとも本件売買契約締結時におい
て、本件土地について、開発許可を取得済み
であることを理由に、宅地造成等規制法上の
制約にかかわらず、土地造成を行うことが可
能であったとは認めるに足りない。
よって、Ｙの主張はいずれも採用できない。

（結論）
以上のとおり、Ｘの本件売買契約に係る詐

欺取消しは有効であり、ＹがＸから受領した
売買代金等311万円は不当利得となり、Ｙは
Ｘに対して返還義務を負うものと言わなけれ
ばならない。

3 　まとめ

本事案は、取引された土地について、法的
な制限により土地造成が規制されている土地
の説明がなかったなど、売主から買主に説明
された内容が欺罔行為により、買主が誤信し
て契約を締結したとして、買主による売買契
約は詐欺により取消しが認められたものであ
る。
本判決では、たとえ重要事項説明書で「現

況有姿の引き渡し」である旨記載されていて
も、売買契約に至る全体状況を踏まえ、売主
の欺罔行為とそれによる売買契約の詐欺取消
しが認められており、売主において、信義を
旨とし、誠実に業務を行うことを再認識させ
る事例である。

（調査研究部上席主任調整役）


